
平
成
二
十
年
一
月
八
日
提
出

質
問
第
三
八
六
号

外
務
省
所
管
の
社
団
法
人
「
日
米
平
和
・
文
化
交
流
協
会
」
の
業
務
内
容
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
所
管
の
社
団
法
人
「
日
米
平
和
・
文
化
交
流
協
会
」
の
業
務
内
容
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
四
七
年
に
日
米
文
化
振
興
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
、
一
九
六
八
年
に
外
務
省
よ
り
公
益
法
人
の
認
可
を
受
け
、
現

在
は
日
米
平
和
・
文
化
交
流
協
会
と
い
う
名
称
で
活
動
を
行
っ
て
い
る
社
団
法
人
（
以
下
、
「
協
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、

以
下
質
問
す
る
。

一

「
協
会
」
が
設
立
さ
れ
た
理
念
並
び
に
主
な
活
動
趣
旨
に
つ
き
、
説
明
さ
れ
た
い
。

二

現
在
「
協
会
」
は
、
主
に
ど
の
様
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
か
。

三

直
近
十
年
の
「
協
会
」
の
年
毎
の
収
支
状
況
並
び
に
「
協
会
」
の
収
入
の
う
ち
国
か
ら
の
助
成
金
は
い
く
ら
を
占
め
る
の

か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
協
会
」
に
天
下
っ
て
い
る
外
務
省
職
員
は
い
る
か
。
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
人
物
の
氏
名
と
外
務
省
を
退
職
す
る
直
前

の
官
職
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

外
務
省
は
「
協
会
」
に
対
し
て
便
宜
供
与
を
行
っ
て
い
る
か
。
行
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
具
体
的
に
ど
の
様
な
便
宜
供
与

を
行
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

外
務
省
は
「
協
会
」
に
対
し
て
資
金
援
助
を
行
っ
て
い
る
か
。
行
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
過
去
十
年
に
つ
き
、
年
毎
の
援

一



助
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

「
協
会
」
に
は
常
勤
職
員
は
何
名
い
る
か
。

八

「
協
会
」
の
理
事
に
就
任
し
て
い
る
者
に
対
し
て
報
酬
は
支
払
わ
れ
る
か
。
支
払
わ
れ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
報
酬
額
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

過
去
十
年
間
、
「
協
会
」
の
理
事
に
就
任
し
た
国
会
議
員
は
い
る
か
。
現
時
点
で
も
就
任
し
て
い
る
者
を
含
め
、
全
て
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

九
の
「
協
会
」
の
理
事
に
就
任
し
て
い
る
国
会
議
員
に
対
し
て
も
報
酬
は
支
払
わ
れ
て
い
る
か
。

十
一

「
協
会
」
は
、
二
〇
〇
一
年
と
二
〇
〇
二
年
に
「
日
米
安
全
保
障
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催
し
、
ま
た
二
〇
〇
三
年
以
降

は
毎
年
「
日
米
安
全
保
障
戦
略
会
議
」
と
い
う
会
議
を
開
催
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
右
の
「
日
米
安
全
保
障
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
、
「
日
米
安
全
保
障
戦
略
会
議
」
の
具
体
的
な
活
動
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
二

十
一
の
「
協
会
」
に
よ
る
活
動
は
、
一
の
「
協
会
」
の
設
立
理
念
並
び
に
主
な
活
動
趣
旨
に
合
致
す
る
も
の
か
。
外
務

省
の
見
解
如
何
。

十
三

二
〇
〇
三
年
二
月
に
「
協
会
」
は
福
岡
県
苅
田
港
の
毒
ガ
ス
弾
処
理
の
た
め
の
調
査
事
業
を
防
衛
庁
（
現
防
衛
省
）
か

二



ら
受
注
し
た
と
承
知
す
る
が
、
右
は
一
の
「
協
会
」
の
設
立
理
念
並
び
に
主
な
活
動
趣
旨
に
合
致
す
る
も
の
か
。
外
務
省
の

見
解
如
何
。

十
四

「
協
会
」
に
対
し
て
、
過
去
に
外
務
省
よ
り
業
務
の
改
善
命
令
を
下
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
ば
、

そ
の
全
て
の
内
容
に
つ
き
、
説
明
さ
れ
た
い
。

十
五

十
二
と
十
三
で
、
合
致
し
て
い
な
い
と
外
務
省
が
考
え
て
い
る
の
な
ら
ば
、
本
来
の
活
動
趣
旨
と
違
う
活
動
を
行
っ
て

い
る
「
協
会
」
を
、
整
理
縮
小
、
ま
た
は
廃
止
の
対
象
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


